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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 2月 27日 (2007.2.27)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 記 録 媒 体 を 支 持 し つ つ 搬 送 す る 無 端 の 搬 送 ベ ル ト と 、
　 前 記 搬 送 ベ ル ト を 周 回 さ せ る 複 数 の 搬 送 ロ ー ラ と 、
　 前 記 複 数 の 搬 送 ロ ー ラ の 少 な く と も １ つ を 軸 支 す る 第 １ 支 持 部 材 と 、
　 前 記 搬 送 ベ ル ト の 一 部 を 下 方 に 押 し 下 げ る こ と に よ っ て 、 こ の 搬 送 ベ ル ト に テ ン シ ョ ン
を 付 与 す る 重 り ロ ー ラ と 、
　 前 記 搬 送 ベ ル ト に 外 接 し て こ の 搬 送 ベ ル ト の 外 周 面 を ク リ ー ニ ン グ す る １ つ 以 上 の ク リ
ー ニ ン グ ロ ー ラ と 、
　 前 記 重 り ロ ー ラ 及 び 前 記 ク リ ー ニ ン グ ロ ー ラ を 軸 支 す る 第 ２ 支 持 部 材 と を 備 え る 記 録 媒
体 搬 送 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 ２ 支 持 部 材 は 、 弾 性 部 材 を 介 し て 前 記 第 １ 支 持 部 材 か ら 吊 下 げ ら れ て い る こ と を
特 徴 と す る 記 録 媒 体 搬 送 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 記 録 媒 体 搬 送 装 置 に お い て 、
　 前 記 重 り ロ ー ラ の 側 周 面 と 当 接 す る こ と に よ り 、 前 記 重 り ロ ー ラ の 移 動 方 向 を 規 制 す る
ガ イ ド 部 材 を 備 え 、
　 こ の ガ イ ド 部 材 は 、 前 記 重 り ロ ー ラ を 上 下 方 向 に 移 動 可 能 と す る こ と を 特 徴 と す る 記 録
媒 体 搬 送 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 記 録 媒 体 搬 送 装 置 と 、
　 前 記 記 録 媒 体 搬 送 装 置 に よ っ て 搬 送 さ れ る 前 記 記 録 媒 体 に 画 像 を 記 録 す る 画 像 記 録 部 と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 画 像 記 録 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】

請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 記 録 媒 体 搬 送 装 置 に お い て 、
　 前 記 ク リ ー ニ ン グ ロ ー ラ の 下 方 に は 、 洗 浄 液 が 溜 め ら れ る 洗 浄 槽 が 配 設 さ れ 、
　 前 記 第 ２ 支 持 部 材 は 、 前 記 洗 浄 槽 を 支 持 し て い る こ と を 特 徴 と す る 記 録 媒 体 搬 送 装 置 。

～ ３ の 何 れ か 一 項 に



【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　

　 請 求 項 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ 記 載 の 記 録 媒 体 搬 送 装 置 と 、
　 前 記 記 録 媒 体 搬 送 装 置 に よ っ て 搬 送 さ れ る 前 記 記 録 媒 体 に 画 像 を 記 録 す る 画 像 記 録 部 と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 起 伏 し て い な い 状 態 の 記 録 媒 体 に 画 像 を 記 録 す る こ と が
で き る た め 、 高 品 質 な 画 像 記 録 が 可 能 と な る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 と 同 様 の 効 果 を
得 る こ と が で き る の は 勿 論 の こ と 、 高 品 質 な 画 像 記 録 が 可 能 と な る 。
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請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 記 録 媒 体 搬 送 装 置 に お い て 、
　 前 記 ク リ ー ニ ン グ ロ ー ラ の 下 方 に は 、 洗 浄 液 が 溜 め ら れ る 洗 浄 槽 が 配 設 さ れ 、
　 前 記 第 ２ 支 持 部 材 は 、 前 記 洗 浄 槽 を 支 持 し て い る こ と を 特 徴 と す る 。

４ ～ ３ の 何 れ か 一 項 に

４

４ ～ ３ の 何 れ か 一 項 に
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